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★過誤申立書の電子申請マニュアル 

（１）堺市電子申請システム掲載ページ 

【堺市 HPトップ】⇒【スクロールで画面下へ移動】⇒【オンラインサービスを押下】 

 

 

②【スクロールで画面下へ移動】⇒【堺市電子申請システム(外部サイトへのリンク)を押下】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）堺市電子申請システムトップページ 

①ログイン画面利用者 ID（メールアドレス）とパスワードを入力し、ログイン。  

 登録がまだの場合は、【新規登録】で利用者登録を行ってください。 

ここをクリック 

ここをクリック 
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②手続き一覧（事業者向け）を押下。 

 

（３）過誤申立書手続きの掲載ページ 

 ①キーワード検索に「過誤申立書」と入力し、検索。 

②障害者と障害児のサービスで窓口が異なるため、確認の上で押下。 

  ※必ず障害福祉サービス費の手続きであるかを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ログインはこちらから 
②事業者向けをクリック 

①「過誤申立書」を検索 
②ここをクリック 
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（４）過誤申立書の手続き 

①【スクロールで画面下へ移動】⇒【次へ進む】⇒【申請内容の入力】 

 

 ②【各項目を入力】⇒【過誤申立書をアップロード】⇒【次へ進む】⇒【申請内容の確認】

 

ここをクリック 
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③申請内容の確認画面で入力した各項目を確認し、誤りがあれば修正を行ってください。 

【申請する】⇒【OK】⇒【申請の完了】 

④申請の完了画面で申込番号が表示されるため、番号を控えるかページを印刷。 

  ※お問合せの際に必要となります。 

 

 

ここをクリック 

入力した内容 

ここから修正 

ここをクリック 
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【過誤申立書を電子申請した場合の運用フロー】 

 

 

 

1日～２５日頃 

 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 堺市電子申請システムにログインして「障害児通所給付費等過誤申立書

（○○月同月過誤）」を選び、過誤申立書をアップロードする。 

② メールで「申請を受け付けました。」と届きます。 

事業所様 

審査 

（「堺市電子申請システム」へアップロードした過誤申立書が適正かを審査します。） 

堺市 

お問合せの際に必要 
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【エラーがあった場合】             【エラーがない場合】 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日～２５日頃 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

               【エラーがなくなった場合】 

 

 

随時 

 

 

 

※ご不明な点等がございましたら、下記問い合せ先までご連絡をお願いいたします。 

 

問い合せ先 

  堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 認定給付係 

  TEL：072-228-7510 

メールで「お手続きが継続できません」

と届きます。 

メールで「お手続きが完了しました」

と届きます。 

過誤申立手続きは完了です。 

① エラーを修正して、堺市電子申請システムにログインして 

「過誤申立書（○○月同月過誤）」を選び、修正した過誤申立書を 

再度アップロードする。 

② メールで「申請を受け付けました。」と届きます。 

事業所様 

審査（修正分） 

（「堺市電子申請システム」へアップロードした過誤申立書が適正かを審査します。） 

堺市 

メールで「お手続きが完了しました」

と届きます。 

過誤申立手続きは完了です。 


